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経済対策一景気回酎確実にするために細（平成7年9月20日）の実施状配今後の見通しについて

平成8年10月

項　　 目 裏 方缶 状 況 と 今 後 の 見 通 し

1．思い切った内需拡大 ・ 事業費 3兆9．300億円の追加のため、第2 次補正予算 （H7．10．用成立）によ

（1） 公共事薫の推進

①　 一般公共事業

（事業費 3兆9，300億円）

②　 虫害復旧事業

リ、一般会計、特別会計等について所要の追加的財政措置を行った。

事業費　　　　　 国費　　 （億円）

（動一般公共　　 3 0 1 0 0　　　 1 5 0 0 0

（生活 ・防災・・発展の3 テーマに重点配分）

②ゼロ国債　　　 9 0 0 0

③公団　　　 一一　 2 0 0

計　　 3 9 3 0 0　　　　 1 5 0 0 0

・ 事業費7．0∞億円の追加のため、第2 次補正予算により、一般会計について

（事業費 了．＿0（氾億円） 所要の追加的財政措置を行った。

事業費　　　　　　 国貴　　　 く億円）

畏紐l曙撞1　　 7 0 0 0　　　　　 5 3 ．0 3

（2） 科学技術 ・情報通信の振興、教 （郵政省）

育 ・社会福祉施設等の整備等 ・新産業創出に資する情報通信技術の研究開発、情報通信基盤整備等のために

①　 科学技術 ・情報通信の振興、 国費325億円を措置。

研究施設等の整備

②　 教育 ・社会福祉施設等の整備

（通産省）

・企業間高度電子商取引推進事業等に、714億円を措置。

（農水省）

・農山漁村地域マ紆1ティ7情報拠点施設等の整備等に事業費321億円 （国費246億

円）を措置。

（厚生省）

・国立がんセンター東病院の陽子線治療棲械整備等について、事業費247倍円

く国費239億円）を措置。

（建設省）

「．lTS技術に係る実験施設、調査研究経費などに国黄措置。

（文部省）

・先端的、基礎的、独創的研究開発等推進を図るとと卓に研究開発基盤の整備

の充実について、事業費1．310億円（国費1．262億円）を措置。

など

（厚生省）

、防災対寅等の推進 ・施設入所待機者の早期解消を図るため新ゴーがlラン関連施設等の整備を促進す

るなど事業費1．216億円 （国費551傍白）を措置。

（文部省）

・教育施設の防災機能の充実酎 ヒ及び恵度化 ・高機能化整備に事業費1．150億円

く国費777億円）を措置。

（農水省）

・農山漁村地域の防災施設等の整備等に事業費732億円（国費364億円）を措置。

（建設省）

・防災活動拠点となる官庁施設の整備を中心に、335億円を措置。

（警察庁）

・情報処理センターの耐震補強対策等、165億円を措置。



（法務省）

・収容施設の整備等、112億円を措置。

（運輸省）

・’海上保安庁の巡視船艇等の建造など、132億円を措置。

など

（3）土地の有効利用の促進 ・ 公共事業関係費については事業費 1 兆1．600億円の追加のため、第2 次輔正

（事業規模 3兆2．300億円） 予算により、一般会計、特別会計について所要の追加的財政措置を行った。

事業費 ’　　　　 国費　　　 （億円）

①一般公共　　　 6 8 0 0　　　　　 2 4 2 9

②用地国債 ’　 2 0 0 0

③特別会計　　　 2 8 0 0

計　 1 1 6 0 0　　　　　　 2 4 2 9

・　 第 2 次補正予算により、一般会計について、公共事業関係費のほか国費874

億円の追加的財政措置を行った。

・ 民間都市開発推進機構の土地取得業務の．拡充を図り、事業規模を5．0∞億円

から1 兆円に拡充、土地取得を促進．

（4）阪神 ・淡路大震災復興関連事業 ・　 公共事業関係費については、事業費 1兆1，700億円の追加のため、第 2 次補

等の推進

（事業費 1兆4．100復円）

正予算により、一般会計について所要の追加的財政措置を行った。

事業費　　　　　　 国費　　　 （億‾円）

①一般公共　 1 1 5 0 0　　　　　 5 6 0 8

②　 災事　　　　　 2 0 0　　　　　　 3 9 7

’計　 1 1 7 0 0　　　　　　 6 0 0 5

・ 第 2 次補正予算により、一般会計について公共事業関係費のほか国費1．777

億円の追加的財政措置を行った。

（5）ウルグァイ ・ラウンド農業合意 第 2 次補正予算において、次のような追加措置をとっ左。

関連対策の着実な実施 イ）ウルグアイ ・ラウンド農業合意関連対策

（事業費 1兆1．100億円） ウルグァイ ・ラ′ウンド農業合意関連対策のうち、高生産性農業基盤の整

借、地域の農業生産の高度化等のための諸施設の整備に必要な予算を措置

事業費　　　　　　 国費　　　 （億円）

①公共事葉　　　 5 9 0 0　　　　　 3 2 5 0

（農業農村整備事業）

②非公共事業　 1 ・7 0 0　　　　　　 7 5 ．0

（農業構造改善事業等）

計　　　　　 7 6 0 0 ．　　　　 4 0 0 0

ロ）関連公共事業

事業費　　　　　 国費

①林野公共事業　　 4 8 4　　　　　 2 3 8

②漁港事業　　　　 2 2 0　　　　 1 3 3

※　この他に、農村対策に資する事業として、道路事業、河川事業、下水

道事業 （建設省）、港湾事業 （運輸省）、合併浄化槽事業 （厚生省）の

計上があり、これらを含めて、関連公共事業として、

総額　　　　　　 事業費　 3 5 0 0 億円

－32－
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（6） 地 方単独 事業 の推進 ・ 平成 7 年 10 月 27 日付 で平成 7 年 度地 方債計 画 を改 定 し、所 要の地方債 の追加

（事業費 1兆 円） を行 うとともに、地方 公共団体 が地方単 独事 業の追加 を行 いやす いよ うに、道

．路 、農林道 等の事業 費につ いて、地方債 の充 当率の 引き上 げ を行 った。また、

新 たに緊急 防災基盤整 備事業 を創 設・し、単独 事業 と して行わ れ る災害 対策の拠

点 とな る公共 ・公用施 設等の弱 震化、 ヘ リポー ト、情 報通信 施設等 の重要な防

災 基盤の整 備 な どを強 力 に推進 す るこ とと した。 （自治省 ）

※ 平成 7 年 度 の単独事業 の実施 状況 に？ いては 、現 在調査 中で ある。

（7） 住宅投資 の促進 ・事 業規模の 追加

（事業規 模 5 ．200億 円 ） 貸付枠 3 万 戸、事案 規橿 5．200 嘩 円 を追加

①　 住宅金 融公 庫の融 資の拡 充

②　 住宅 供給の ための 諸施策 の

・融資 制度 の拡充

① 申込受付 期間 の前倒 し

第三回 申込 受付の開始時期 を 1 カ月程度 前倒 し （12 月→ 11月 ）

② 中古 住宅 融資 の拡充

建 設後 経過 年数要 件の緩和

（耐火 構造等 17年 以内→ 20 年 以内　 等 ）

融 資対 象住宅 の拡 充

．1き

人の居住 の用 に供 した ことのな い住宅 で建設後 2 年 を超 えた もの を加 える

③ 住 宅改良 融資の拡 充

葺 断熱構造 化工事 を伴 う住 宅改良の 貸付 限度謀 の引上 げ等

（30 万 円／ 戸　 → 100 万 円 ／ 戸　 等）

遅．‾
・住宅 リフォームの推進

推 進 ①　 住 宅 リフ ォー ムに関す る情 報提 供を行 う、 「す まい ・ア ップセ ンター J の

設置 、 フ ェアーの 開催等 を支 援 した。

‘メ
サ　，

②　 住宅 リフォーム需 要、工事 実績及 び リフォーム事 業者の 実態及び居住者 用

壬l
tJ

リフ ォー ムに関す るニーズの 実態 を調査 し、ニー ズに応 じた リフォー ム工 事

可
の 内容、 費用等 に関す るデー タベー スの構 築及 び、 リフォーム情報提 供シス

．きブ
ヨた

テ ムの検 討 を行 った。

背

ナ▼巻
や

・都心 居住の 推進

都心共 同住 宅供給事業 、特定侵 良策貸 住宅供給 促進事 業、市街地 再開発事

竜
集 に よ り、平 成 7 、 8 年 度に優 良な都心 住宅それ ぞれ約 8 ．300戸 、 約 21．m 0

u

章

で毛
でテi

七

1ニ
壷J

戸 の整備 を促進

（8） 財政投 融資 の積極的 活用 ・　 国債 の引 受け 1兆9．520億 円 、地方 債の 引受 け （地 方公共 団体に対 する貸付

け及 び公営 企業金融 公庫の政府 保証債 の発行 ） 2兆 100 億 円 等を経済対 策に よ り

追加 した。

（9） 金融政 策の機 動的運 営 ・ 日本銀行 は、平成 3 年 7 月 1 日以降 、 9 ね こわ たる公定 歩合の 引下げ を実施 －

苛
こヽ

r
幸

t手
車

．1
．二

T．

1

つ

藁

J
蕃

し、 平成 7 年 9 月 8 日 以降、 その水準 は 0 ． 5 ％ とな って いる。 また 、′公定歩

合の 引下げ と同時 に、当面の金 融調 節の方針 に ついて、一 段の低 め誘導 を行 う

旨の 発表が あ り、景 気の動 向や 金融市 嘘の状 況 など、内外の 経済情 勢 を注視 し

つ つ、適切 な対応が なされ てい るもの と思料 して いる。

（参考 ） 【公 定歩 合の引下 げ及 び市場 金利 の‘引下 げ措置 について」

（平成 7 年 9 月 8 日　 日本銀 行）

「当面の金 融調 節に当 っては、金融 市場 に おいて資金 の潤沢 な供給に努め、

市場金 利の一 段の低下 を促す こ とと した。 その際、 短期の市場 金利は、

平均的 にみ て、新た な公定歩 合水準 （0 ．5％）をやや下 回 って 推移す ることを

想定 して いる。」

－ 3 3 －
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項　　 目 畢 方転可犬 況 と 今 嘘 の 見 通 し

駐直面する課題の克服

（1） 土地の有効利用の促進等 ・ 都市計画道路等につト、て、夢2 環補正予算において、事業費3．217億円、由

① ．公共用地の囁得 蟄1．0叩億円により562haの用地を取得。．

（事奉賛 1兆2，3∞億円） ・▼　グリーシオアシス緊急整備事業に率 、てば、平成 7 年度第 2次補年予算に

奉り．補助制度を創設．し∴事業費306億円、国費102億円により58地区で実施。‾

「 大都市地域において良好な住環境を備えた住宅宅地を計画的かつ安定的に供

．給するこ＿とを日劇とした 「住宅＿・宅地開発用地先行取得出題金制度」の那充に

・より、住宅 ・都市整備公団が民間事業草や他の坤 住宅供給主体に用地の一部

を処分すること等により、総今的な住宅壷地供給の促進等を図る。・．

0 対象用地の拡大等の制度拡充を行うた。　　　　　　　　 r．

・－＿［予算措置コ

（平成7 年度）

第2 次補正予算追加額・一　 国章　　　 4 0 0 億円

・一事業費　　 寧5 0 0 億円・

く参考）・

当初予算額 ．・　　　　 国費　　　　 7 0 億円　－

事革費　 ．4°3 8 億円

（平成 8年度）

1当初車算醸　　　　　　 ＿‾国鐘　　　　 ラ0 億円

事業費 ・　 4 3．＿8億円 ．．

・ ・第套次補正予郵 こおいて、都市開発資金、特定公共用地等発行取得資金及び

道路開発密会による融資を受けて先行取得した土地を国等が事業化 （寅罠し）

する際の価額について、先行取得後埴価が憶下がりした場合においても取得価

蝮等を勘案して価額設定できる特別措置を導入したふ

②　 低未利用地有効御用促準対策 ・・・栗京都心部土地有効利用促進協議会の構成員 （醜行 ：都心 8 区）を2云区に ・

の奏施

ここ＿n

拡充した。

」．東京都心鰍 ．こおける低未利用地を対象として、金融機関等が保有す尋売り希

箪情報及び地方公共団体等公的郷関の買い希望情報を収．集し、迅速かつ的確に

情報提供できるシステムを整備するとともに、′具体の低未利用地に？いて、土

地所有者、地方公共団体、地域佳良 ・開発！ウノ巾 を有する．民間事業者轟の意

向等を把握し、関係者間の鯛封 こよる有効利用策を検討するモ≠ル事業を実施

することなどにより、．低未利用地に関する情報の収集 ・提供の棲能を弓削ヒした

【街区高度利用土地区画整理事業］．‘

・． 平成 7 年度は大都市等の既成市由地七、‾区画道路等の再矧 こより大街区の形

成と低未利用地の集約を図る土地区画整理事業 （街区高度利用土地区画象理事

．業）を芝三丁目 （東京都港区）など10地区において実施し車。

、‾平成 8 年度においては、街区高度利用土地区画整理事業を10地区において

‘実施する。

【市街地再開発事業】－

・．平成7 年度は再開発地区計画制度等を活用した市街地再開翠事業を北仙台駅

第十坤区 く宮城県仙台市）、大崎駅東口第 2 （東京都品川区）など1＿7地区にお

・艦…で．ィ．こ．：ここ

いて実施した。

．醸成8 年度も継続、新規あわせて1．7地区におい七市街地再開発事業を実施

・m・
9・．．こ

．閣

また・、平成 9 年度以降も再開発地区細画細鹿等を活用した市街地再開発車乗

を継続し、低未利用地の有効高度利用を推進していく予定。

－ 34 －　 こ
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【都心共同住宅供給事業コ

・ 平成 7 年度には都心共同住宅供給事業を南千住地区 （東京都荒川、区）など50

地区において実施した。

平成8 年度は81地区において実施。

③　 民間都市開発推進機構による ・ 軽済対策を受けて 「民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令J の一部

土地取得業務の推進 改正などを行い、民間都市開発推進機構の土地業務の拡充を囲った。

（主な拡充内容）

1．面積要件の緩和

取得土地の面積要件を原則1－．000汀f以上から原則 500 J 以上に緩和

2．整形要件の緩和

取得土地の整形要件を緩和

3．土地保有期間の延長

土地保有期間を5 年から10年に延長

4 ．事業規堰を5．0∞億円から1 兆円に拡充

＠　 地方公共団体等における公共 ・ 新たに市街化区域内における基幹的な公共施設用地の先行取得の促進を図る

用地の先行取得 ため、一定規模以上の土地の取得についても利子負担の軽減を図るための交付

税措置を講じることとするとともに、 r公共用地の先行取得の推進について

（平成 7 年 9 月29日付自治事務次官通知）J 等により土地開発基金、土地開発

公社及び公共用地先行取得事業債等の活用により公共無地の先行取得を積極

的に推進するよう地方団体に要請した。

※平成 7年度の公共用地の取得状況は現在調査中である。

⑧　 土地税制の検討

ヽ

・ 土地税制については、平成 8 年度税制改正において、土地基本法に規定され

た 「土地の公共性」を基礎とする現行土地税制の基本的枠組みを崩すことのな

いよう留意 しつつ、平成 3 年度ゐ土地税制改革以降の土地を巡る状況変化や現

下の経済情勢等に配慮して、土地の保有 ・譲渡 ・取得の各段階にわたる税負担
－－．を総合的に見直し、所要の改正法が既に公布 ・施行されているところである．

（2） 証券市場の活性化 ・みなし配当課税の特例措置

［租税特別措置法の一部を改正する法律（平成 7 年11月17日公布、同日施行）］

．上場会社等が平成 7年1′1月17日から平成11年3 月31日までの間に利益による

株式の消却を行った場合におけるみなし配当について、次の特別措置を講じて

いる。

（1）残存株主（個人及び法人）に対するみなし配当についt は、非課税 （注）

とする。ただし、法人株主については、従前どおり、‘受取配当として申告

することも選択できることとする。

（注）将来、株式を売却した場合には、株式譲渡益として課税されること

になる。

（2）公開買付けにより、消却に応じた個人株主については、みなし配当課税

を行わずに、株式譲渡益として課税することとする。

・一　平成 7 年10月、証券取引審議会における審議を経て、以下のように株式公開

制度等の整備を図った。

（1）公開前一定期間内における登録申請企業の特別利害関係者等 （役員、ベ

ンチャーキャピタル等）による株式移動及び登録申請企業による第三者割

当増資に係る規制の緩和。

（2）登録申請企業の株式公開に伴う募集、売出し株式の公開価格の決定方法

として、一部入札制度に代えて、ブックビルディング （需要積み上げ）方

式を採用。



（亭）新規公開時及び公開後の耳クイティファイナンス時の顧客一人当たりの

配分上限制限の撤廃。

・株式享二投資 （1仰株取引）の開始

平成7 年10月より開始され、平成 8 年‾7 月未で23の証券会社により取り扱わ

れている。

・、中期国債先物取引市塙の新設

平成 8 年2 月26日に東京柾券取引所に上場し、取引開始済。

・應療貸借取引に係る付利制限の廃止

・平成 8 年 11月 1 日に実施済　 －

・償還期間 2 週間春満のC P 発行の解禁

平成 7 年1．0月31日実施 （平成 7 年10月20日通達改正）

13） 中小企業対策等

（貸付規標1兆2．900億円） † 政府系中小企業金融機関において中小企業運転資車円滑化特別貸付 （利率 ：

．①　 中小企業等の経営基盤の安定 ‘平成8 年 9 月11日現在3．1％、取扱期間↑平成層年12月31日まで）を創牧．

・強化 ・．緊急経営支接食付（剛 、企業体割 印蹟 金助成制度）の拡充。（取扱期限 平成

8 年1‾2月31日まで）

・・ 政癖系中小企業金廠機関等に．約定金利が5％組の既往償務を有．し、＿その元利

返済に困難をきたしている中小企美幸は対して、返済資金支接緊急時剥貸付制

度及び返済負担の軟球総革を実施。．＿

・（取扱期間：平成 9 年10月18 日まで）

（マル経）

・＿　慄 急由高 ・経済対勤 ＿‾（平即 年4月1岬 軽率対策閣僚金線決定）によ‾る特 ．

例‾（限度額櫛0万円→650万円、平成8年5月21日一書で）l手ついて対象者牽 「円高

により経草か悪化した軌 かち小規模事業者一般に拡大するとともに、取扱期

間を平坪8 年12月31日まで延長。

（借用補完）

・．・第．134回臨時国会において、中小企業借用保険法を一部改正し、無担保保険

等の保険限度味を引上げるとともに特別小口保険の付保対象者を、従業員 5 人

（商業又接サービス集は 2 人）以下から従革具20人 （商業又はサービス業は 5

人）以下た拡大。

．壷た、無担俸保険等の保険料率を時限措置として勧下げ、借用保証協会たお

し．、て、これら保険に係る保証料率の引下げを行うとともに所要の借用保柾協会

．－＿基金補助金を確保し、無担保保証の推進を図ったふ

．（下請対策）

・ 下請企業の自立化に向けた取引喉行 ・取弓憫 係調査、嶺 導事業 ・

②　 中小企業ゐ構造改革の推進 （中小企業の痛造改革の推進）

・ r創造的中小企業創出支援事業J

中り、企業事業園から下記の業務を行う．郵道府県のベンチャー財団に対し磨利

子裡資を実施。7年度中に10道県が事業開始 ・

・間接投資事業：民間ベンチャーキャピタルに対して投資原資を預託

・債務保証事業：民間ベンチや「キャピタルが転換社飾又はワラント債を引

き受けた場合にその元本の一部を債務保証

・直接投資事業：創造申中小企革に対して、＿・直接投資を実施

・・ ．ベン≠ヤー財田が如 、企業創造活動膣進津に基づく線定を受けた場合に、創

達的中小企業創出支援事業のうち債務保施事業亘っいて・．中小企業信用保険公

庫による再保険を適用。また、8年度中に42道府県 （7年度事業開始10道県を含

．む）が事業を開始予定。
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・政府系中小企業金融棟関において

新事業育成貸付（利率：平成8年9月11日現在3．15％）

中小企業新分野進出等円滑化貸付（利率：平成8年9月11日現在3．0％又は3

．1％、取扱期間：平成9年5月31日まで）

中小企業事業展開支援貸付（利率：平成8年9月11日現在3．1％、取扱期間

：平成3年12月31日まで）

等の特別貸付制度の創設拡充

・技術改善費補助金（創造的中小企業振興枠）

中小企業創造活動促進法の認定を受けた中小企業者等が行う認定事業計画

に基づく研究開発に対し補助する。

・技術指導施設費補助金（コンピュータネットワーク構築分）

全国の主要な公設試験研究機関のコンピュータネットワークの構築を行い

新たに34府県市の公設試験研究機関をインターネットに接続した。

・空き店舗活用促進事業

（1）中小企業事業団の高度化無利子融資制度の拡充

組合等が、5人以上の事業者により、空き店舗を活用して店舗等の施設整

備を行う場合、中小企業事業団の高度化無利子融資の対象とすることとし、

そのための関係政省令の改正を実施の上、中小企業事業団に出資を行った。

（2）中小企業金融公庫等の超低利融資制度の創設

商店街の空き店舗に新規出店する際の設備投資資金に係る超低利融資制度

を創設し、中小企業金融公庫、国民金融公庫、沖縄振興開発金融公庫に対し

、そのために必要な資金め出資を行った。

く7年度に講じた事業）

・中小流通業輸入品取扱促進事業

輸入相談会開催事業、輸入フォーラム事業、輸入品フェア事業、輸入関連

イベント等情報提供事業を開催

（8年度に講じている事業）

輸入品フェア事業を開催

③　農林漁業対策 1．農林漁業信用基金への出資

・農業

農業信用基金協会の農業近代化資金等た係る保証能力の維持・増大を図るた

めの資金として農林漁業信用基金に対して出資を行い、農林漁業信用革金は全

額を農業信用基金協会に対して低利で融資を行った。

・林業

農林漁業信用基金の貸付原資への追加出資により、木材産業等高度化推進資

金のうち乾燥材供給促進資金の融資枠を50億円から100億円に拡大した。

・漁業

漁業信用基金協会の漁業近代化資金等に係る保証能力の維持・増大を図るた

めの資金として農林漁業信用基金に対して出資を行い、農林漁業信用基金は全

額を漁業信用基金協会に対して低利で融資を行った。

2．農林漁業金融公庫に対する出資及び農山漁村振興基金の造成を行い、長期低

利資金である農業経営基盤強化資金の融資枠を100億円拡大し（600億円→700億

円）、農業者に対して融資を行った。
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（4） 雇用対策 ・ ベンチャー企業等新分野展開を目指す中小企業が行う人材の確保 ・育成、魅

①　 中小企業の活力を活かした雇 力ある職場づくりの活動を支援することにより、新たな雇用機会の創出を図る

用機会の創出 ・人材確保 ことを目的として・ r中小企業におけ．る労働力の確保のための雇用管理の改善

の促進に関する法律の一部を改正する法律 （案）」を第134回臨時国会に提出

し、同法律を平成7 年11月1 日より施行した。

改正法に基づく支援措置を受ける前提である個別中小企業者の作成する改善

計画は、平成 8 年7 月末までの 9 カ月間で 242件が認定されており、今後も増

加していく‾ことが見込まれる。

②　 新分野展開を担う人材育成の ・ 平成 7 年11月 「人材高度化支援事業」を創設し、人材高度化支援計画又は改

推進 書計画を作成する援助対象団体に対して、公共職業能力開発施設を活用しオー

ダーメイド型職業訓練を実施するとともに、人材高度化助成金支給の支援を行

うこととしている。

全国の是用促進センター等において、平成7 年11月までに延べ 119回の事案

主団体向けの説明会を実施し、援助対象団体として平成 8 年7 月末現在、146

団体を選定した。

なお、．本年度末までに、さらに50団体程度の事業主団体を選定する予定であ
る。　　　　　　　　　　　 ●

◎　 新規学卒者、未就職卒業者の ・ 学生職業相談室については、平成7 年10月19日より設置を開始し、既に全国

就鞋支援 設置済み。

平成 8年度においても継続実施。

④　 失業なき労働移動の支援 ・ 平成7 年7 月1 日より施行された改正業種雇用安定法に基づく特定雇用調整

業種は、平成 7年 9 月現在では、66業種 く労働者数は約1°35万3千人）であった

が、その後も迅速かつ槍動的な指定を行っており、平成 8 年9 月1 日現在、指

定業種数は、120業種 （労働者数は約200万9千人）となっている。また．同法

に基づく助成措置を受ける前提となる是用維持等計画は、平成7年9月現在では

、46件 （対象労働者数は1万3千人）であったが、平成 8 年7 月末現在では、22

4件 （対象　 労働者数 は2万4千人）を認定しており、今後も、増加していくこ

とが見込まれる．

・ 雇用促進センターに労働移動是用管理コンサルタント封配置することとし、

平成 8年 9 月1 日現在、71名に委嘱し、コンサル与イグを実施しており‘、今後

も引き続き実施していく予定である○　　　　　 ●

⑧　 早期再就職実現のための特別 ・　平成 7 年10月19日より特別求人開拓を行うための相談員への委嘱を開始し、

対策の実施 特別求人開拓を実施している。

平成 8 年9 月末で上記事業は終了予定。

（5） 金融機関の不良債権問題等の ・ 金融機関の不良債権問題を早期に解決し、新しい金融システムを構築するた

取扱い め、今般 「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置

法案J r預金保険法の一部を改正する法律案J 、 「金融機関等の穫宮の健全性

確保のための関係法律の整備に関する法律案j 、 r金融機関の更生手続の特例

等に関する法律案」を国会に提出し、平成 8 年6 月18 日にその成立を見たとこ

ろである。

・ r特定住宅金融専門会社の鱈権債務の処理の促進等に関する特別措置法」、

r預金保険法の一部を改正する法律」については、公布と同時に施行され、 r

金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律」及び r

金融機関の更生手続の特例等に関する法律」については、来年 4 月1 日の施行

に向けて、現在政令改正等所要の作業を進めているところである。
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住専処理を行うために預金保険株横は、住宅金融債権管理機構に引き亀がれ

た貸付債権等に係る債務者の財産調査や債権の取り立て等の業務を行うため、

6月26日に特別業務部を設置するなど、組給の拡充等がなされたところである

次に、7月26日に設車された住宅金融債権管理機構は、8月31日、住専7社

と財産譲渡契約を締結し、10月の譲渡実行に向けての諸準備を進めており、預

金保険桟橋と一体となって、法律上認められるあらゆる回収手段等を適切に用

いることにより、強力かつ効率的な債権回収等に取り組むことが期待される。

また、信用組合の破綻処理を円滑に行うために、9月2日、東京共同銀行が

、破綻信用組合からの事業譲受けや資産の買取りを行い、事業の整理や資産の

管理、処分を行うことを主たる目的とする整理回収銀行として改組発足した．

預金保険機構の指導の下に、整理回収銀行が適切な業務運営を進め、破綻信用

組合の円滑な処理が図られることが期待される．

また、行政当局としても、金融行政について大胆な転換が必要と考えており

、上記関連諸法の成立を踏まえ、ディスクロージャーの充実、検査・モニタリ

ングの充実や早期是正措置の導入を図り‘こ破綻処理手続の整備等を図ることと

している。


